
( 調査法 17 )

─野 菜─



( 調査法 20 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 21 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 22 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 23 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 24 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 25 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 26 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 27 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 28 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 29 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 30 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 31 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 32 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 33 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 34 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 35 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 36 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 37 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 38 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 39 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 40 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 41 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 42 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 43 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 44 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 45 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 46 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 47 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 48 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 49 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



( 調査法 50 )
＊：類表示の害虫種については，発生種および供試虫種を明ら
かにすること

ボールド字：主に新農薬実用化試験で効果判定に用いる値



( 調査法 51 )
備考中のアルファベット：
） つ以上調査項目があり，判定の主たる調査
） つ以上調査項目があり，判定の参考となる調査
） つ以上調査項目があり，状況に応じて調査を検討する場合

野

菜



【判定基準】殺虫剤関係

．稲・野菜関係の場合の判定基準

( 調査法 52 )

対 対 照

概評の記号 効果の判断 計算法
判 定 基 準

注
一般害虫 土壌線虫類

効果がまさる
① ＋ 以上 ＋ 以上

アブラムシ類，ハダニ類，
チャノホコリダニは，一般
害虫の判定基準に含まれま
す。

② － 以下 － 以下

効果がほぼ同等
① ± ±

② ± ±

効果がやや劣る
① － ～－ － ～－

② ＋ ～＋ ＋ ～＋

効果が劣る
① － 以下 － 以下

② ＋ 以上 ＋ 以上

〈計算法〉
①：判定に用いた数値が，防除効率，補正死亡率などの場合（無処理を とした時の指数）の供試薬剤と対
照薬剤の指数の差

②：判定に用いた数値が，対無処理比，補正密度指数などの場合（無処理を とした時の指数）の供試薬
剤と対照薬剤の指数の差

対無処理

概評の記号 効果の判断 計算法
判 定 基 準

一般害虫 アブラムシ類・ハダニ類・チャノホコリダニ 土壌線虫類

効果は高い
① 以上 以上 以上

② 以下 以下 以下

効果はある
① ～ ～ ～

② ～ ～ ～

効果は認められるが
その程度はやや低い

① ～ ～ ～

② ～ ～ ～

効果は低い
① 以下 以下 以下

② 以上 以上 以上

*ただし，世代を繰り返し定着する天敵農薬・二次感染が期待できる微生物農薬については，アブラムシ類・ハダニ
類・チャノホコリダニであっても一般害虫として扱う。

〈計算法〉
①：判定に用いた数値が，防除効率，補正死亡率などの場合（無処理を とした時の指数）の供試薬剤の指数
②：判定に用いた数値が，対無処理比，補正密度指数などの場合（無処理を とした時の指数）の供試薬剤の指数


